
次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本件は、電子調達システム（政府電子調達(GEPS)対象案件である。）

令和８年６月１日

支出負担行為担当官

　九州防衛局長　伊藤　和己

　　　 （公印省略）

１　 入 札 年 月 日 ： 令和８年６月２９日　11：00

２ 入 札 場 所 ： 九州防衛局４Ｆ防音対策課会議室

３ 入札に付する事項

　(1)　業 務 の 名 称：

　(2)　履　行　内　容： 住宅防音事業委託業務標準仕様書【事務手続補助等業務】のとおり

　(3)　履　行　期　間： 契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで

なお、契約日は入札日以降当局が指示する日とする。

４ 一般競争参加資格

　(1)　単体企業

　

　(2)　共同事業体

入　札　公　告

ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ
　ている者でないこと。

イ　禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処され、又はこの法律
　の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
　日から起算して５年を経過しない者でないこと。

ウ　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第
　２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員でなくなった日から５
　年を経過しない者でないこと。

エ　住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項の８(6)イ(ｱ)aの規定により契約を
  解除され、その解除の日から起算して５年を経過しない者でないこと。

ア　単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、
　入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以
　外の者は構成員として参加するものとする。
    なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加すること
　はできないものとする。

オ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次

　号のいずれかに該当する者でないこと。

カ　法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。

キ　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支配す
　る者でないこと。

ク　その者の親会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号の２に規定する親会社
　等をいう。以下同じ。）が前各号のいずれかに該当する者でないこと。

ケ　その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの
　者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に
　対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。

コ　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者で
　あること。

サ　入札実施年度に有効な競争契約の参加資格（全省庁統一資格）のうち、「役務の提供等
　」においてＣ又はＤの等級に格付けされ、九州地域の一般競争参加資格を有する者である
　こと。

シ　一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省か
　ら指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

ス　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国
　が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

新田原飛行場（８）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務そ
の２



　(ｱ) 目的

　(ｹ) 構成員の責任

　(ｺ) 区分経理

　(3)　入札参加者間の公平性

　　　共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。

　(ｲ) 共同事業体の名称

　(ｳ) 主たる事務所の所在地

　　　構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して
    責任を負うこと。

　　　共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理するこ
　　と。

　(ｻ) 権利義務の譲渡の制限

　　　委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。

　(ｷ) 代表者の権限

　　　代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請
    求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。

　(ｸ) 運営委員会

　　　構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営
　　において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、委託業務の実施に当たること。

　(ｴ) 成立及び解散の時期

　　　契約を締結した日から当該契約の終了後３月を経過する日までの間は、解散しないこ
　　と。

イ　共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、（１）に規定する条件を
　満たすものとする。

ウ　共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次に掲げる事
　項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。
　　なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報告書に添
　付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成
　員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらか
　じめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。

　(ｵ) 構成員の住所及び名称

　(ｶ) 代表者の名称

　(ｿ) 解散後の契約不適合責任

　　　構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同
　　連帯して委託業務を実施するものとすること。

　　　代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなっ
　　た場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のい
　　ずれかを代表者とすること。

　　　委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に
　　関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員
　　は共同連帯してその責に任ずること。

　(ﾀ) 協定書に定めのない事項

　(ｾ) 代表者の変更

　(ｼ) 構成員の加入に関する事項

  　　新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなけれ

　　ば、加入させることができないこと。

　(ｽ) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置

　　会社等の関係にある場合

イ　人的関係

　　以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ｱ)については、会社等（会社法施行規則（

　平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の

　一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会

　　　協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。

　入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと。

ア　資本関係

    以下のいずれかに該当する場合。

　(ｱ) 子会社等（会社法第２条第３号の２の規定による子会社等をいう。以下同じ。）と親

　(ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社

　をいう。）である場合を除く。



　(4)　一般競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件

　(5)　九州防衛局の管轄区域内に本店、支店又は営業所が所在していること。

５ 入札手続等
　(1)　担当部課

ア　個人情報の保護に関する要件

　(ｱ) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。

イ　中立公平性に関する要件

    (a) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員であ
      る取締役

　(ｱ) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次

　　に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

    d 組合（共同企業体を含む。）の理事

    e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者

　(ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
            福岡第二合同庁舎　４階
            九州防衛局　企画部　防音対策課（住宅防音）電話092－483－8824

ウ　提案書に関する要件

    提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。

エ　アからウまでの規定は、（２）に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。

ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　(b) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

　　(c) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役

    b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

    c 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

     ｃ 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねてい
      る場合

     ａ 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合

　(ｲ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等
    と資本又は人事面において関連がある者（次のaからcまでのいずれかに該当する者又は
    これに準ずる者をいう。）でないこと。

     ｂ 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社（会社計算規則（平成18年法務
      省令第13号）第２条第３項第18号に規定する関連会社をいう。）である場合

　(ｲ) 地方防衛局及び東海防衛支局（以下「地方防衛局等」という。）が発注した委託業務
    において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者（個人情報の漏えい、流
　　出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。）にあっては、一般財団
　　法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マ
　　ネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のＩＳＭＳ認証（以下「プライバ
　　シーマーク使用許諾等」という。）を得ていること。

　(ｱ) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しく
　　は完了確認等補助業務（以下「住宅防音事業関連業務」という。）の請負者又は受託者
　　（下請者又は再受託者、住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされてい
　　ない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関
　　連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。以下「請負者等」という
　　。）でないこと。

　　(d) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しな
      いこととされている取締役

　　）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行
　　しないこととされている社員を除く。）

　(ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第
　　67条第１項の規定により選任された管財人（以下管財人という。）を現に兼ねている場
　　合

　　その他、組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視し
　うる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　(2)　本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム（政府電子調達(GEPS)（以下「電子調
　　 達システム」という。））で行う案件である。

     　ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるも
     のとする。



イ　提出期限

６ その他

ア　入札保証金　免除。

ア　電子調達システムは、令和８年６月１日（月）から令和８年６月２６日（金）正午

イ　紙入札方式は、令和８年６月１日（月）から令和８年６月２６日（金）までの平日

　10時から17時まで。（正午から13時までの間を除く。）ただし、最終日は正午まで。

　を同封し、上記５（１）へ郵送（令和８年６月４日（木）必着）すること。

　まで

  (3)　入札説明書等の交付場所

　(4)　入札説明書等の交付期間

　　 電子調達システム（電子調達システムURL:http://www.geps.go.jp/)より、電子データで交付
    又は上記５（１）において交付する。

　　なお、入札説明書等の交付を郵送にて希望する場合は、返信用封筒として表に競争入札
　参加者の住所・氏名を記載し、860円分の切手を貼付した角形２号封筒（240mm×332mm）

　付先（メールアドレス）の記載されたものを同封すること。

ア　入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た

　(6)　入札書の提出及び提出期限

　場合は、上記５（１）に持参又は郵送すること。

　除する。

　は、提出期限まで必着とする。

　(5)　一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書等」という。）及び入札関係書類等の提出及

　　 び提出期限等

ア　申請書等及び上記４（１）サを確認する書類の写しを、電子調達システムにより提出す
  ること。紙入札方式の承諾を得た場合は、上記５（１）に持参又は郵送すること。

　17時まで。（正午から13時までの間を除く。）ただし、最終日は正午まで。郵送の場合

　　令和８年６月１１日（木）まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から

　　なお、持参又は郵送にて提出する場合は、上記４（１）サを確認する書類の写しと、送

ウ　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札を落札者とする。

エ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額

　を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であ

　るか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を

　入札書に記載すること。

オ　調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札説明書の規定に基づき詳細な調査を

　行う。なお、調査に必要な資料の提出・説明に応じない場合、又は不十分な場合には「契

　約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして、落札者としない場合があ

　る。

　　 提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の格付けを受

　　 け、且つ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

　(7)　入札説明書等を受け取らない者の入札参加は認めない。

　(8)　詳細は、入札説明書及び仕様書等による。

  (6)　一般競争参加資格を有していない者の参加：

　　 上記４に掲げる一般競争参加資格を有していない者にあっても上記５（５）により申請書等を

イ　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行福岡支店）。ただし、公共工事履行保証
　証券による保証を付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免

イ　入札書の提出期限は、令和８年６月２６日（金）17時まで。（正午から13時までの間を

　除く。）郵送の場合は、提出期限までに必着とする。

　(1)　手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。

　(2)　入札保証金及び契約保証金：

　(3)　入札の無効：上記４の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

　　 は無効とする。

　(4)　契約書の作成の要否：要

　(5)　適用する契約条項：・業務委託契約書

　　　　　　　　　　　　 ・債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項

　　　　　　　　　　　　 ・住宅防音事業に係る業務委託契約における個人情報の保護に関する

　　　　　　　　　　　　　 特約条項

 　　　　　　　　　　　　・談合等の不正行為に関する特約条項

 　　　　　　　　　　　　・暴力団排除に関する特約条項


